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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。

　

　当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と実践に努めております。

　・当社グループの行動が法と社会倫理に基づいていること

　・経営の透明性、客観性を確保し維持すること

　・環境の変化に迅速に対応できる組織・体制を構築すること

　・株主の権利の保護や平等性の確保など株主重視の公正な経営を徹底していくこと

　・ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値や雇用を創造すること

　経営理念

　　産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」の創成に向けて、果敢なる挑戦のもと、全力を傾注

　して成果を生み出し、もって産業の発展に多大の貢献をはたす。

　社訓

　　当社は1979年４月17日に東和精密工業株式会社として設立し、創業にあわせて「五つの力」を社訓として掲げました。

　　「ものづくり」への熱い想いと社訓「五つの力」を胸に刻み、ステークホルダーの方々やお客様に一層の信頼とご満足をいただけるよう、企業

　価値の向上に努めてまいります。

　　五つの力

　　 ・創造の力を培励（つちか）い

　　 ・技術の力を涵養（やしな）い

　　 ・実践の力を具現（あらわ）し

　　 ・信念の力を堅固（かた）め

　　 ・総和の力を結合（あわ）す

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　持続的な成長と中長期的な成長を図るため、業務提携、資金調達、取引拡大など経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有す
ることがあります。保有する株式については、保有目的が適切か、保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っているか等を定期的に検証す
るとともに、検証結果を踏まえ、取締役会で保有継続の可否等について判断いたします。保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、市
場動向や考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行います。

　上記の検証を個別銘柄毎に行い取締役会で検討した結果、2021年３月期については４銘柄を売却いたしました。

　議決権の行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかどうか、また当社への影響などを総合的に判断して
適切に行使いたします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　取締役の利益相反取引・競業取引については、取締役会の付議・報告事項としており、取引毎に取締役会による承認並びに結果の報告を実施
しております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、確定給付企業年金の積立金の運用については、当社の規約に規定した年金給付金および一時金等の支払いを将来にわたり確実に行
うため、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的とした運用方針を定め、当該方針に基づき運用を行なっております。また、定められ
た政策的資産構成割合に基づいて最適な運用受託機関を決定し、運用状況を四半期毎にモニタリングしております。運用受託機関の評価につい
ては、適切な資質を持った人員を配置するとともに、担当者を外部セミナー等に派遣することで資質の向上を図っております。

【原則３－１．情報開示の充実】

（i）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　経営理念

　　 「１ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報　１．基本的な考え方」に記載しております

　ので、ご参照ください。

　経営戦略及び経営計画

　　当社グループは、2014年３月に「ものづくり企業の真価に挑む」をテーマに“既存事業の伸張・市場シェアアップ”と“コア技術の応用展開による



「新たな市場」の創造”により、10年後には売上高500億円、営業利益率16％の達成を目指す長期経営ビジョン「ＴＯＷＡ１０年ビジョン」を発表し、そ
の達成に向けた最初のマイルストーンとなる諸施策、戦略等を第１次中期経営計画（2014年４月～2017年３月）として策定いたしました。

　また、続く第２次中期経営計画（2017年４月～2020年３月）では、既存事業の強化に加え、新たな市場の創出による収益機会の拡大と企業価値
の向上を目標とし、各成長戦略と基盤強化に取り組んだ結果、ＴＯＷＡ独自のコンプレッション技術による最先端パッケージ市場での優位性の確
保とコア技術を応用展開した新たなビジネスの拡大を実現することができました。

　今後、次世代通信規格「５G」、AI（人工知能）、IoTや自動運転といった先進技術の普及促進により、半導体需要の更なる拡大が見込まれている
状況のもと、当社が掲げる目標の達成には、従来の考え方やビジネスモデルから発想の転換を図り、新たなステージへ向けた改革を実行すること
によって、世界における半導体需要の波を逃すことがないよう取り組んでいく必要があります。

　上記のことから、この６年間の取り組みによる成果をさらに伸張させ、収益力と企業価値のさらなる向上へと繋げるため、当社グループにおける
対処すべき課題を抽出し、第３次中期経営計画（2020年４月～2024年３月）を策定いたしました。

　「ＴＯＷＡ１０年ビジョン」に向けた最後の４ヵ年目標となる今回の計画では、パラダイムシフトによる当社の付加価値向上と収益力の強化、そして
強固な財務基盤の構築を目標に掲げると共に、より充実したガバナンス体制の構築とSDGsへの積極的な取り組みによって、「ＴＯＷＡ１０年ビジョ
ン」の達成と、社会や産業の発展に大きく貢献していくことを目指しております。

　　　「ＴＯＷＡ１０年ビジョン」、第３次中期経営計画については、当社ウェブサイトに掲載しております。

　　　　　・ＴＯＷＡ１０年ビジョン

　　 （https://www.towajapan.co.jp/files/9714/7929/0884/news_20140328_2.pdf）

　　　　　・第３次中期経営計画

　　 （https://www.towajapan.co.jp/files/7315/8278/5176/news_20200227_1.pdf）

（ii）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　「１ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報　１．基本的な考え方」に記載しておりますの

で、ご参照ください。

（iii）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　「２ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況　１．機関構成・組織運営等に係る事

項　【取締役報酬関係】　報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。

（iv）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役候補者の指名にあたっては、性別を問わず、当社の製品や市場に精通している者や、当社以外において豊富な経験や専門的知識を持
ち、経営全般や専門分野において職務執行の重責を担える者を選定しております。その手続きについては、取締役会の構成を勘案したうえで、社
長が原案を作成し、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会による諮問・答申を経て、取締役会で決議いたします。

　取締役に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、当該取締役の役位の解職その他の処
分、又は株主総会に付議する解任議案の提出について、指名・報酬委員会による諮問・答申を経て、取締役会で決議いたします。

（v）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　取締役候補者の選解任理由については、当社ウェブサイトに掲載しております株主総会招集通知にて開示しておりますので、ご参照ください。
（https://www.towajapan.co.jp/ir/stock/）

【原則４－１．取締役会の役割・責務（１）】

補充原則４－１－１

　取締役会は、経営意思決定機関として、法令または定款に定めのある事項のほか、経営基本方針並びに経営事業執行上の重要な事項を決定
あるいは承認し、それ以外の業務執行の権限については、「組織・職務分掌規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　会社法で定める社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立性判断基準に加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有
し、尚且つ、当社及び当社の取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化さ
れた基準は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、一般株主と利益相反が生じる可能性の
有無等から、総合的に判断しております。

【原則４－11．取締役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則４－11－１

　取締役候補者の指名にあたっては、性別を問わず、当社の製品や市場に精通している者や、当社以外において豊富な経験や専門的知識を持
ち、経営全般や専門分野において職務執行の重責を担える者より取締役会の構成を勘案したうえで選任しております。

補充原則４－11－２

　取締役及び取締役候補者の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」の参考書類、事業報告、有価証券報告書等の開示書類
において、毎年開示しております。

補充原則４－11－３

　当社は、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行うことにより、取締役会の実効性の向上を図っております。更に、取締役会の現状に
ついて正しく理解し、より実効性の高い運営を目指すため、当社取締役会は毎年１回、取締役全員を対象としたアンケート（自己評価）を実施し、
取締役会の実効性の分析・評価を行っております。

　結果、当社取締役会は、社外役員の意見・質問も含め、各自が自由な意見を述べられ、建設的な議論が行われていること、また、取締役会の開
催頻度や時間、説明の内容等の運営についても適切・十分になされているとの評価を受けており、実効性が確保されていることを確認いたしまし
た。また、アンケート結果や意見について取締役会で議論を行いました。この議論を踏まえ、今後も取締役会の実効性の向上に向けて、継続的に
取り組んでまいります。

【原則４－14．取締役・監査役のトレーニング】

補充原則４－14－２

　取締役全員を対象とした教育・研修機会を年１回以上実施するプログラムを設けております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、経営企画本部長を情報取扱責任者に任命し、企画部をＩＲ担当部署としております。決算説明会（半期毎）をアナリスト、機関投資家向
けに開催し、別途、個人投資家向けにも説明会を開催しております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,758,200 11.03

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,070,600 8.28

株式会社ケイビー恒産 2,000,000 8.00

BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND 1,609,100 6.43

資産管理サービス信託銀行株式会社 843,600 3.37

蒲生 徳子 718,576 2.87

株式会社京都銀行 699,840 2.80

株式会社エヌレガロ 600,000 2.40

坂東　幸子 510,352 2.04

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 408,100 1.63

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記【大株主の状況】は、2020年３月31日現在の株主名簿に基づいて記載をしております。

２．次の大量保有者から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、当社の株式を保有している旨が記載されてい
るものの、2020年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記【大株主の状況】には含めておりません。　

・三井住友アセットマネジメント株式会社

・フィデリティ投信株式会社

・レオス・キャピタルワークス株式会社

・株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社

・三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、エム・ユー投資顧問株式会社

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

桑木　肇 公認会計士 △

和氣　大輔 公認会計士

後藤　美穂 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

桑木　肇 ○ ○

　桑木公認会計士事務所の所長を兼任し
ております。なお、2007年８月から2009年
７月まで当社の監査公認会計士等である
京都監査法人（現PwC京都監査法人）に
在籍しておりました。

　また、本人と当社との間に、会社法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、法令が定め
る最低責任限度額としております。

　公認会計士としての豊富な経験と専門性を有
しており、客観的立場から経営に参画する事が
でき、当社の監査等委員である社外取締役とし
て適任であるため。

　また、証券取引所の定める独立性基準に該
当事項はなく、現職及び過去の経歴において、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと
から、独立役員に指定しております。



和氣　大輔 ○ ○

　和氣公認会計士事務所の所長を兼任し
ております。

　また、本人と当社との間に、会社法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、法令が定め
る最低責任限度額としております。

　公認会計士及び税理士として、企業財務管
理等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識
を有しており、客観的な立場から経営に参画す
る事ができ、当社の監査等委員である社外取
締役として適任であるため。

　また、証券取引所の定める独立性基準に該
当事項はなく、現職及び過去の経歴において、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと
から、独立役員に指定しております。

後藤　美穂 ○ ○

　後藤総合法律事務所の弁護士を兼任し
ております。

　また、本人と当社との間に、会社法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、法令が定め
る最低責任限度額としております。

　弁護士として法律事務所の共同経営に携わ
るとともに、法律に関する高い専門的知識と経
験を有しており、客観的な立場から当社の経営
に参画する事ができ、当社の監査等委員であ
る社外取締役として適任であるため。

　また、証券取引所の定める独立性基準に該
当事項はなく、現職及び過去の経歴において、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと
から、独立役員に指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はおりませんが、常勤の監査等委員を設置しており、日常的に社内の重要な会議等に参加する
ことで、監査等委員会の職務に必要な情報共有を行っております。

　なお、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、適切な者を配置し、その配置については、監査等委員会の意見
を聴取し決定いたします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、定期的に会計監査人並びに内部監査室から会計監査の状況並びに内部監査に関する報告を受けており、必要な情報を交換
する場を設定しております。また、必要がある場合には、内部監査室に調査を依頼する等、緊密な連携体制を構築しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無
あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明



　当社は、取締役の人事及び報酬制度における審議プロセスの公正性、透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、
2021年４月１日付で取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を発足いたしました。当委員会は、独立社外取締役３名と、代表取締役１名及び
管理本部担当取締役１名の計５名で構成されており、議長は独立社外取締役が務めております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　「２ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況　１．機関構成・組織運営等に係る事

項　【取締役報酬関係】　報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役の報酬等の額につきましては、社内取締役及び社外取締役の区分ごとにそれぞれ総額を開示しております。なお、2020年３月期における
取締役の報酬等の額は以下のとおりであります。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）　131,350千円（固定報酬108,450千円、業績連動報酬（賞与）22,900千円）

・取締役（監査等委員）　23,910千円（固定報酬23,910千円）

　内、社外取締役　10,260千円（固定報酬10,260千円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決
議しております。

　当該決定方針の内容（その後の改訂を含む）は次のとおりです。

a．基本報酬に関する方針

　基本報酬は、月例の固定報酬とする。あらかじめ取締役会の承認を得た固定報酬テーブルに基づき、役位、職責、在任年数、他社水準、当社の
業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

b．業績連動報酬等に関する方針

　業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した金銭報酬とし、賞与として毎年一定の時期
に支給する。業績連動報酬等は、全社業績に応じて変動する部分と個人業績に応じて変動する部分とで構成される。全社業績に応じて変動する
部分については、各事業年度の期初に発表した売上高及び営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて、あらかじめ取締役会の承認を得た
テーブルに基づき額を算出する（※１）。

　個人業績に応じて変動する部分については、当該取締役が担当する本部の業績（目標達成度）、担当する連結子会社の経営成績、その他国や
地域の経済情勢、業界の情勢、同業他社の業績等に応じて、あらかじめ取締役会の承認を得たテーブルに基づき額を算出する。

（※１）業績指標として売上高及び営業利益を選定した理由は、中期経営計画（2020年４月～2024年３月）において各事業年度の売上高目標と営
業利益目標を掲げており、これと連動させるのが適切であると判断したためです。

c．非金銭報酬等に関する方針



　非金銭報酬等については、今後導入に向けて検討を進める。検討にあたっては、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とな
るようにする。

d．報酬等の割合に関する方針

　取締役の種類別の報酬割合（年額）については、取締役全体で概ね

基本報酬（使用人兼務取締役については使用人分給与を除く）：業績連動報酬等＝８：２となることを目安とする。

e．報酬等の額の決定に関する事項

　代表取締役社長は、a．及びb．で述べたテーブルに基づき各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬額の決定にあたっての査定を行い、そ
の内容を指名・報酬委員会（※２）に諮問する。

諮問を受けた指名・報酬委員会は取締役会に対し助言・提言を行い、取締役会は、当該助言・提言を充分に考慮して決定を行う。

（※２）当社は、ガバナンス強化のため2021年３月30日開催の取締役会で取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の設置を決議し、2021年４
月１日付で同委員会が発足しております。同委員会は独立社外取締役が構成員の過半数を占めており、議長も独立社外取締役が務めておりま
す。

【社外取締役のサポート体制】

　職務を補助すべき使用人の配置要請があった場合には、速やかに配置する方針です。取締役会・監査等委員会においては、議案・資料等の事
前配布を行い、必要に応じて補足説明を実施しております。また、社内各部門や会議体の業務執行状況の記録や議事録等の閲覧が可能である
とともに、内容に関する報告を求めた場合には、各責任者が速やかに報告する体制となっており、情報が確実に伝達される仕組みとなっておりま
す。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

該当者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1．主要な協議・決定等の機能に係る機関

　主要な協議・決定等の機能に係る機関として、取締役会、監査等委員会、経営会議、指名・報酬委員会等を設置しております。

[取締役会及び監査等委員会]

　取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名及び監査等委員である取締役４名（内、社外取締役３名）の計８名（男性７名、女性
１名）で構成しております。月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項
を決定しております。

　監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役１名、監査等委員である社外取締役３名の計４名（男性３名、女性１名）で構成しており、内部
監査室及び会計監査人と緊密に連携をとることで必要な情報の共有化を図っております。

　なお、2020年３月期におきましては、取締役会は17回（各取締役の出席率は100％）、監査等委員会は17回開催（各監査等委員の出席率は
100％）しております。

［社外取締役]

　当社は、当社の社外取締役の選任においては、会社法第２条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚
且つ、当社及び当社の取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基
準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、一般株主と利益相反が生じる可能性の有
無等から、その独立性を総合的に判断しております。

[経営会議]

　経営会議は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び常勤の監査等委員である取締役並びに議題に合わせて代表取締役が指名したメ
ンバーで構成され、経営方針に基づく中期経営計画・年度計画やその他の重要な業務の執行状況について報告され、また課題等については協議
を行い、その方向性を決定しております。取締役会付議事項については、事前に経営会議において協議することにより、迅速かつ効率的な経営の
意思決定を行える体制を確立しております。なお、2020年３月期におきましては、16回開催しております。

［指名・報酬委員会］

　「【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」に記載しておりますので、ご参照ください。

2．リスク管理体制

[リスク管理委員会]

　リスク管理委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び常勤の監査等委員である取締役並びに各本部長等で構成されており、委
員長は代表取締役社長が務めております。当委員会は、当社グループ全体のリスク管理を行う機関として、毎年当社の事業上の様々なリスクを
評価し、回避・移転・低減・保有等のリスク対策を決定しております。リスク対策は、リスク管理委員会の下部組織であるリスク対策分科会にて実施
しており、その実施状況については定期的に取締役会へ報告を行っております。



3．内部監査の状況

　当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の独立した部署である内部監査室（人員２名）が実施しております。内部監査は、毎年期初に監査方
針、重点監査項目等を代表取締役社長が承認の上、決定した内部監査基本計画書に基づき実施され、実施後、速やかに代表取締役社長及び監
査等委員会へ結果を報告しております。内部監査の種類は、(1)業務監査、(2)組織・制度・規程監査、(3)会計監査、(4)特命による監査、(5)内部統
制の整備・運用状況のモニタリングに区分されており、内部監査室が定期的に各部門及び子会社の業務の執行状況、法令や内部規程の遵守状
況をチェックするとともに、より適切な業務の運営に向けた意見や助言等を行っております。なお、内部監査室は効率的且つ有効性の高い監査を
実施できるよう、内部監査の結果等について、監査等委員会と定期的に情報共有を行っております。また、内部監査室は当社の内部統制部門も
担当し、リスク管理委員会内部統制部会と連携し、当社及び当社グループの内部統制の整備及び評価を実施しております。

4．会計監査人の状況

　当社は、会計監査人としてPwC京都監査法人を選任しております。2020年３月期に係る会計監査体制としましては、公認会計士は、高井晶治
（2014年３月期より当社を担当）、野村尊博（2019年３月期より当社を担当）の両氏であり、その会計監査業務に係る補助者は公認会計士１名、会
計士試験合格者１名、その他10名となっております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、上記２のコーポレート・ガバナンス体制を採用することにより、経営・監督機能と業務執行機能を明確にし、迅速な意思決定と業務執行
機能の強化が可能になると考えております。また、取締役として、取締役会で議決権を行使できる監査等委員が、取締役会の監査・監督を行うこと
によって経営監視機能の客観性及び透明性が確保されると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　招集通知は可能な限り早期の発送に努めております。2020年６月26日に開催の定時株
主総会につきましては、開催日の16日前（2020年６月10日）に発送いたしました。

電磁的方法による議決権の行使
　株主様の議決権行使に係る利便性を高めるため、2020年６月開催の定時株主総会か
ら、インターネット等による議決権行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加しておりま
す。

招集通知（要約）の英文での提供
　招集通知（要約）を作成し、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載し
ております。

その他
　株主の皆様への早期情報開示の観点から、招集通知発送前に当社ウェブサイト及び東
京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　証券会社主催の投資フェアやセミナー等に参加し、個人投資家向けに説明
会を開催しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　決算発表（半期毎）後、アナリスト及び機関投資家向けに説明会を開催して
おります。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
　定期的な説明会は開催しておりませんが、国内で開催される証券会社主催
のカンファレンスに定期的に参加しております。また、海外を拠点とする投資家
との個別面談を適宜実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

　開示資料は公表と同時に当社ウェブサイトに掲載する等、積極的な情報開
示に努めております。掲載しているＩＲ情報としては、決算短信、決算説明会資
料、報告書、アニュアルレポート、有価証券（四半期）報告書、株主総会招集通
知等があります。

IRに関する部署（担当者）の設置
　ＩＲに関しては企画部が担当しており、関連部署と協力のもと、正確かつ迅速
な情報開示に向けた体制を構築しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、取締役及び従業員が高い倫理観のもとで業務を行うことが社会に対する大きな
責任であるとの考えに立ち、「コンプライアンス規程」を制定し、社会的責任の自覚、社会倫
理に適合した行動、企業活動における関係法令遵守の徹底を図っております。また、eラー
ニング等を活用し、全従業員への教育、啓蒙活動を積極的に行っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、地球環境保全が人類共通の重要課題であることを認識し、「環境と経営」のより
良い共生を目指すことを環境方針として掲げ、2001年３月にISO１４００１の認証を取得し、
継続的な改善活動に取り組んでおります。

　また、SDGsの達成を企業の重要な課題として認識し、積極的に取組んでおります。SDGs
に関する当社の主な取組みについては、当社ウェブサイトに掲載しております。

　　・TOWAとSDGs

　（https://www.towajapan.co.jp/jp/company/sdgs/）



その他

（剰余金の配当等の決定に関する方針）

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営施策の一つであると考えており、競
争力のある製品開発を目指す研究開発投資や生産性向上を目的とする設備投資、新たな
市場への事業展開に係る投資、また、財務体質の改善等に必要な内部留保を確保した上
で、各事業年度の業績に応じた利益配分を実施することを基本方針としております。

（女性社員が活躍できる職場環境の整備について）

　当社は、女性社員が活躍できる職場環境を整備するため、育児休業及び育児短時間勤
務制度については、法令を上回る期間を取得できる制度を導入する等、仕事と育児が両立
できる職場環境の構築に積極的に取り組んでおります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに業務の適正を確保するための体制（以下、内部統

制システムという。）に関し、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。

　当該基本方針の内容及び内部統制システムの主な整備状況は、次のとおりです。

・「内部統制システム」構築の基本方針

１．当社および子会社の取締役等ならびに従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（１）法令遵守を重要課題と位置付け、当社および子会社の取締役等ならびに従業員が、法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための
規範となるコンプライアンス規程をはじめ、法令遵守に係る規程を整備・制定する。

（２）取締役、管理職および従業員に対して階層別に必要な研修を定期的に実施し、コンプライアンスに対する意識の維持・向上を図る。

（３）内部監査室は、その監査の一環として法令遵守体制の有効性について監査する。

（４）前二項の結果は、定期的に取締役会および監査等委員会に報告する。

（５）法令上疑義のある行為等について、直接情報提供を受ける手段として通報者の保護を徹底した公益通報・相談システムを充実する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

取締役会議事録、稟議書、帳票類、各種契約書、その他取締役の職務執行状況を示す主要な保存文書・情報類（電磁的媒体を含む。）の明確化
を行い、適切な保存期間の設定および管理方法を明確にするために「文書管理規程」、「情報システム管理規程」の見直し・整備を推進する。

３．当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社の代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社および子会社の経営環境、事業活動、会社財産の状況を踏まえたリ
スクの識別、分析および評価を実施する。

（２）識別および分析されたリスクに応じたリスク管理組織を設置し、リスク管理を有効にするための具体的管理計画の策定に基づいた管理の実行
と定期的な評価を行う体制を構築する。

（３）前項のリスク管理に関する実行と評価は、定期的に取締役会に報告する。

（４）内部監査室は、その監査の一環としてリスク管理の有効性について監査する。

４．当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、あらかじめ経営会議において協議を行い、取締役会が決定する。

（２）当社の取締役会が執行を決定した経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、経営会議において定期的にレビューを行い、取
締役会に報告する。

（３）当社は、取締役の職務の執行の効率性を確保するために、執行役員制度の導入によって職務分担と権限を明確にし、社内組織における適
切な役割分担と連携を行う体制を構築する。

（４）当社および子会社は、権限およびその他の組織に関する基準を定め、これを準拠し、業務を執行する。

（５）当社および子会社は、業務の簡素化、組織のスリム化およびＩＴの適切な活用を通じて業務の効率化推進体制を構築する。

５．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）「組織・職務分掌規程」および「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社統括担当部門および各本部は、それぞれの所管業務を通じて、子
会社の事業における内部統制システムの構築・整備・運用について指導・管理する。また、子会社の決算書類およびその他の重要な情報につい
て、当社への定期的な報告を義務付ける。

（２）内部監査室は、「国内外事業会社内部監査規程」の定めるところに従って、子会社における法令遵守およびリスク管理体制等内部統制システ
ムの構築と運用について監査する。

６．監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項

監査等委員会が求めたときは、所定の決裁を経て、監査等委員会の職務を補助すべき従業員を必要に応じて配置する。

７．監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該従業員に対する指示の実
効性の確保に関する事項

（１）監査等委員会の職務を補助すべき従業員が監査等委員会の補助職務を担うときは、監査等委員会の指揮命令に従う。

（２）監査等委員会の職務を補助すべき従業員の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得る。

８．当社および子会社の取締役等ならびに従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行の状況および結果等、あらかじめ協議して定める監査等委員会に対する報告事項につ
いて実効的かつ機動的な報告がなされるよう社内体制の整備を行う。

９．監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

「公益通報（内部通報）取扱規程」に基づき、監査等委員会への通報を理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制とする。

10．監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたとき
は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）会社の重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するために、監査等委員が社内の重要な会議等に出席できる体制を確保する。

（２）代表取締役社長と監査等委員会は定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深めるように努
める。

・「内部統制システム」整備の状況

1．コンプライアンス規程において、当社及び子会社が事業活動を行う上で取締役及び従業員が遵守すべき普遍的事項並びに日常業務の中で具
体化するための行動基準を明記しております。また、インサイダー取引管理規程、個人情報保護規程、公益通報（内部通報）取扱規程等を制定
し、コンプライアンス体制を整備、構築すると共に、社内への浸透を図るため、全社員を対象とした研修教育の実施や社内報への記事掲載等を



行っております。

公益通報（内部通報）については、従業員や子会社からの通報に対応するため、社内に複数の窓口を設置しており、十分な通報体制となっており
ます。

2．子会社における特に重要度の高い業務の執行については、最終決裁を親会社とする等、企業集団としての内部統制が適切に機能する体制を
整えております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力並びに団体に対しては、毅然たる態度で臨み、そのような勢力並びに団体とは

一切関わりを持ちません。

2．反社会的勢力排除に向けた整備状況

　当社では、上記１の基本方針について「コンプライアンス規程」において明確に定め、全社員への周知・徹底を行っております。また、反社会的

勢力から不当要求を受けた場合の対応統括部署を総務部と定め、専任の不当要求防止責任者を同部内に設置し、顧問弁護士をはじめ外部専

門機関とも密に連携することで反社会的勢力排除に向けた情報収集にも努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1.各種会社情報の取り扱い

　（1）当社は、情報開示が公正かつ適時・適切に行われるよう「コンプライアンス規程」及び「インサイダー取引管理規程」を制定しております。

　（2）取締役及び関連各部並びに各子会社責任者は、適時開示が必要と考えられる各種会社情報を知った場合、情報取扱責任者

　 　　（経営企画本部長）宛へ報告を行います。

　（3）情報取扱責任者は、報告されたすべての各種会社情報を吟味、選択して適時開示する情報を決定します。

　（4）情報取扱責任者は、企画部に適時開示報告書等の作成を指示し、代表取締役社長の承認を得て、速やかに証券取引所に提出しており

　 　　ます。また、適時開示報告書等の内容について、必要に応じ会計監査法人等による検証を受けております。

2.会社情報の適時開示に係る社内体制のチェック機能

　適時開示に係る社内体制については、監査等委員会が下記の項目について定期的及び必要に応じて確認しております。

　（1）会社情報は、上場規程その他の関連諸法令・諸規則を遵守し、適切に報告されているか。

　（2）報告書の提出時期は正しく守られているか。


